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1月 （睦月） JANUARY

1日・元旦　12日・成人の日

現在、国会で審議中の行政不服審査法の見直
しに伴い、国税の不服申立制度も見直される予
定です。不服申立期間を税務署等の処分があっ
たことを知った日から３月以内（現行２月以
内）に延長、再調査請求（現行の「異議申立」）
の決定を経ずに審査請求できる期間を２月（現
行３月）に短縮、等の内容となっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

2月2日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 2月2日

国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7～12月分） 1月13日

上記の納期の特例適用者で、納期限の特例

に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 2月2日

国　税／5月決算法人の中間申告 2月2日

国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 2月2日

地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 2月2日

地方税／給与支払報告書の提出 2月2日

不服申立制度の見直し

1 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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1月号 2

特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
（
以

下
、
年
金
と
い
う
）
の
受
給
権
者
が
、

退
職
後
失
業
認
定
を
受
け
て
求
職
活

動
を
す
る
と
き
に
は
基
本
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

こ
の
基
本
手
当
を
受
け
る
と
き
は
、

受
給
資
格
者
（
基
本
手
当
を
受
け
ら

れ
る
人
）
が
住
所
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
求
職
の
申
込
み
を
し
た
月
の
翌

月
か
ら
基
本
手
当
の
所
定
給
付
日
数

を
受
け
終
わ
っ
た
と
き
ま
た
は
受
給

期
間
（
原
則
と
し
て
離
職
日
の
翌
日

か
ら
一
年
）
が
満
了
す
る
月
ま
で
の

間
、
年
金
は
全
額
支
給
停
止
と
な
り

ま
す
。
こ
の
期
間
に
は
、
待
機
期
間
、

給
付
制
限
期
間
及
び
基
本
手
当
を
受

給
し
た
日
も
含
ま
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
一
日
で

も
基
本
手
当
を
受
け
て
し
ま
う
と
、

一
カ
月
分
の
年
金
が
支
給
停
止
と
な

り
、
反
対
に
基
本
手
当
を
受
け
た
と

み
な
さ
れ
る
日
が
一
日
も
な
い
月
等

は
年
金
は
全
額
支
給
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
基
本
手
当
の
所
定
給
付
日

数
を
受
け
終
わ
っ
た
と
き
ま
た
は
受

給
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
、
そ
れ

ま
で
支
給
停
止
さ
れ
て
い
た
老
齢
厚

生
年
金
の
支
給
停
止
解
除
期
間
の
事

後
精
算
が
行
わ
れ
、
一
定
以
上
年
金

が
停
止
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ

の
月
分
の
年
金
が
戻
っ
て
き
ま
す
。

以
下
、
年
金
と
雇
用
保
険
・
健
康

保
険
か
ら
の
給
付
の
調
整
に
つ
い
て

解
説
し
ま
す
。

基
本
手
当
の
額
が

低
い
と
き

定
年
後
継
続
雇
用
制
度
を
利
用
し

て
短
時
間
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い

ま
し
た
。
給
与
が
定
年
時
に
比
べ
て

半
額
程
度
に
下
が
っ
た
た
め
基
本
手

当
は
か
な
り
低
い
と
思
い
ま
す
。
で

き
れ
ば
年
金
を
受
け
た
い
の
で
す
が
、

そ
れ
は
で
き
ま
す
か
。

年
金
は
、
生
涯
の
標
準
報

酬
月
額
等
を
平
均
し
た
額
を

基
礎
に
計
算
さ
れ
る
の
に
対
し
、
基

本
手
当
は
離
職
直
前
の
六
カ
月
の
賃

金
を
基
礎
に
計
算
さ
れ
ま
す
の
で
、

通
常
は
年
金
額
よ
り
基
本
手
当
の
額

が
高
く
な
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
短
時
間
労
働
者
と

し
て
低
賃
金
で
就
労
し
て
い
る
場
合

な
ど
は
、
年
金
額
よ
り
基
本
手
当
の

額
が
低
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

再
就
職
の
意
思
が
あ
り
年
金
を
選

択
す
る
場
合
は
、
失
業
の
認
定
を
受

け
ず
に
、
年
金
を
受
け
な
が
ら
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
な
ど
で
求
職
活
動
を
す
る

方
法
も
あ
り
ま
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

で
失
業
の
認
定
を
受
け
る
と
、
原
則

と
し
て
年
金
の
全
額
が
支
給
停
止
と

な
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

ち
な
み
に
、
基
本
手
当
は
、
①
離

職
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
喪
失
の

確
認
を
受
け
、
②
労
働
の
意
思
及
び

能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
職
業

に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ

り
、
③
原
則
と
し
て
離
職
の
日
以
前

二
年
間
に
、
雇
用
保
険
の
被
保
険
者

期
間
が
通
算
し
て
一
二
カ
月
以
上
あ

る
こ
と
と
い
う
要
件
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

繰
上
げ
受
給
の
老
齢
基
礎
年

金
と
基
本
手
当
と
の
調
整

も
う
す
ぐ
定
年
を
迎
え
ま
す
。
国
民

年
金
に
加
入
し
た
期
間
が
長
い
こ
と

も
あ
り
、
六
〇
歳
に
な
っ
た
ら
す
ぐ

に
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
上
げ
請
求
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、

老
齢
基
礎
年
金
と
基
本
手
当
は
支
給

調
整
さ
れ
る
の
で
す
か
。

基
本
手
当
と
支
給
調
整
が
行

わ
れ
る
の
は
、
老
齢
ま
た
は
退

職
を
支
給
事
由
と
し
、
六
五
歳
未
満
の

人
に
支
給
さ
れ
る
次
の
年
金
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
六
〇
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
上
げ
受
給
し
て
も
基
本
手
当
と

の
調
整
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

①
老
齢
厚
生
年
金

②
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る

退
職
共
済
年
金

③
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ

る
退
職
共
済
年
金

④
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
よ
る

退
職
共
済
年
金

年
金
と
傷
病
手
当
の

支
給
調
整

定
年
後
す
ぐ
に
求
職
の
申
込
み
を
し
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た
の
で
す
が
、
ケ
ガ
を
し
て
入
院
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
分
の
間

働
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
な
場
合
、
年
金
と
傷
病
手
当
と
は

併
給
さ
れ
る
の
で
す
か
。

傷
病
手
当
は
、
受
給
資
格

者
が
離
職
後
住
所
地
の
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
に
求
職
の
申
込
み
を
し
た

後
引
き
続
き
一
五
日
以
上
（
一
五
日

未
満
の
場
合
は
基
本
手
当
が
支
給
さ

れ
る
）
傷
病
の
た
め
職
業
に
就
く
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
基
本
手
当

に
代
え
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

傷
病
手
当
（
支
給
額
は
基
本
手
当
と

同
額
）
は
、
年
金
と
の
調
整
に
お
い

て
は
基
本
手
当
に
含
ま
れ
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
年
金
と
傷

病
手
当
は
併
給
さ
れ
ま
す
。

遺
族
厚
生
年
金
と

基
本
手
当
と
の
支
給
調
整

夫
が
亡
く
な
り
、
遺
族
厚
生
年
金

を
受
給
し
て
い
る
五
九
歳
の
女
性
で

す
。
も
う
す
ぐ
六
〇
歳
の
定
年
と
な

り
ま
す
が
、
再
就
職
を
考
え
て
い
ま

す
。
定
年
後
求
職
活
動
を
始
め
た
と

き
は
、
遺
族
厚
生
年
金
と
基
本
手
当

の
支
給
調
整
は
行
わ
れ
る
の
で
す
か
。

私
は
、
二
十
代
後
半
で
結
婚
し
、
そ

の
後
家
庭
に
入
り
ま
し
た
の
で
、
厚

生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
は
通

算
し
て
も
一
〇
年
ほ
ど
で
す
。

遺
族
厚
生
年
金
を
受
給
し
な

が
ら
働
い
て
い
る
受
給
権
者

が
、
定
年
で
退
職
す
る
と
、
新
た
に
本

人
の
年
金
（
一
〇
年
分
）
の
受
給
権
も

発
生
し
ま
す
。
し
か
し
、
六
五
歳
未
満

の
者
が
受
け
る
遺
族
厚
生
年
金
と
年
金

は
併
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、い
ず
れ
か

一
方
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
以
下
の
理
由
か
ら
引
き
続

き
遺
族
厚
生
年
金
を
受
け
た
ほ
う
が
か

な
り
有
利
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

①
年
金
と
基
本
手
当
は
併
給
調
整
さ

れ
ま
す
が
、
遺
族
厚
生
年
金
と
基

本
手
当
間
に
は
支
給
調
整
の
規
定

が
な
い
た
め
併
給
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
２
の
と
お
り
、
基
本
手
当
と
の

調
整
対
象
と
な
る
年
金
は
、
老
齢
ま

た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

で
、
六
五
歳
未
満
の
人
に
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
六
五
歳
以
上
の
人

に
支
給
さ
れ
る
老
齢
に
関
す
る
年
金

（
老
齢
厚
生
年
金
、
老
齢
基
礎
年
金

（
繰
上
げ
支
給
の
老
齢
基
礎
年
金
を
含

む
）、
退
職
共
済
年
金
）、
障
害
に
関

す
る
年
金
（
障
害
厚
生
年
金
、
障
害

基
礎
年
金
、
障
害
共
済
年
金
）
及
び

死
亡
に
関
す
る
年
金
（
遺
族
厚
生
年

金
、
遺
族
基
礎
年
金
、
遺
族
共
済
年

金
）
は
調
整
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ

ん
。

②
老
齢
に
関
す
る
年
金
は
雑
所
得
と

し
て
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
が

（
質
問
の
女
性
の
場
合
は
年
金
額
が

少
な
い
の
で
非
課
税
に
な
る
と
思

わ
れ
ま
す
）、
遺
族
厚
生
年
金
は
非

課
税
で
す
。

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金
と

年
金
と
の
調
整

資
格
喪
失
後
の
継
続
給
付
と
し
て

傷
病
手
当
金
を
受
け
ら
れ
る
人
に
は
、

年
金
が
支
給
さ
れ
る
の
で
す
か
。

資
格
喪
失
後
も
健
康
保
険

か
ら
傷
病
手
当
金
を
受
け
て

い
る
人
が
、
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
給
付
（
老
齢
退

職
年
金
給
付
）
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
傷

病
手
当
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
老
齢
退
職
年
金
給
付
額

（
老
齢
退
職
年
金
給
付
が
二
以
上
あ
る

と
き
は
、
そ
の
合
算
額
）
が
傷
病
手

当
金
を
下
回
る
場
合
に
限
り
、
そ
の

差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
と
就
業
手
当
と
の

調
整

就
業
手
当
を
受
け
る
場
合
、
年
金

は
支
給
調
整
さ
れ
る
の
で
す
か
。

就
業
手
当
は
、
就
職
日
の

前
日
ま
で
の
失
業
の
認
定
を

受
け
た
上
で
、
就
職
日
か
ら
受
給
期

間
満
了
日
ま
で
の
基
本
手
当
の
支
給

残
日
数
が
所
定
給
付
日
数
の
三
分
の

一
以
上
、
か
つ
、
四
五
日
以
上
あ
る

こ
と
な
ど
の
要
件
を
満
た
し
た
人
が
、

一
日
四
時
間
、
一
週
四
日
、
週
の
労

働
時
間
が
二
〇
時
間
以
上
で
あ
り
、

か
つ
、
再
就
職
手
当
に
該
当
し
な
い

（
二
週
間
の
雇
用
契
約
と
か
六
カ
月
の

雇
用
契
約
な
ど
で
働
く
こ
と
）
就
労

形
態
で
職
業
に
就
い
た
場
合
に
支
給

さ
れ
る
雇
用
保
険
の
保
険
給
付
の
ひ

と
つ
で
す
。

こ
の
就
業
手
当
（
基
本
手
当
日
額

の
三
割
相
当
額
）
が
支
給
さ
れ
た
日

に
つ
い
て
は
、
基
本
手
当
は
受
給
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
が
、
年
金

と
の
支
給
調
整
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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被
保
険
者
や
被
扶
養
者
が
出
産
す

る
際
、
そ
れ
に
要
す
る
費
用
が
必
要

で
あ
る
と
き
に
は
、
出
産
育
児
一
時

金
等
が
支
給
さ
れ
る
ま
で
の
資
金
と

し
て
、
一
万
円
を
単
位
と
し
て
、
二

八
万
円
を
限
度
に
、
被
保
険
者
が
希

望
す
る
額
が
無
利
子
で
貸
り
ら
れ
る

出
産
費
用
貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
貸
付
制
度
を
利
用
で
き
る
人

は
、
a
出
産
予
定
日
ま
で
一
カ
月
以

内
の
人
か
、s
妊
娠
四
カ
月
以
上
で
、

医
療
機
関
等
に
一
時
的
な
支
払
が
必

要
と
な
っ
た
人
で
す
。

申
込
み
は
、「
出
産
費
貸
付
金
貸

付
申
込
書
」
に
、
①
出
産
費
貸
付
金

借
用
書
、
②
被
保
険
者
証
ま
た
は
受

給
資
格
者
票
等
、
③
出
産
育
児
一
時

金
支
給
申
請
書
、
④
母
子
手
帳
の
写

し
、
⑤
医
療
機
関
等
が
発
行
し
た
出

産
費
用
の
請
求
書
等
（
前
記
a
の

人
は
不
要
）
を
添
付
し
て
、
協
会
け

ん
ぽ
各
支
部
に
行
い
ま
す
。

出
産
費
用
貸
付
制
度

労働者名簿の調製

使用者は、事業の種類のいかんを問わ
ず、各事業場ごとに、日雇労働者を除い
たすべての労働者について、個々に労働
者名簿（様式は問われない）を作成して、
３年間保存しなければなりません。記載
事項は次のとおりで、これは必要最小限
度を定めるものですので、これ以外の事
項を記入しても差し支えありません。ま
た、この記載事項に変更があった場合は、
遅滞なく、訂正しなければなりません。
①氏名、②生年月日、③履歴（履歴書

添付でも可）、④性別、⑤住所（本籍の記
入は不要）、⑥従事する業務の種類（常時
使用する労働者が30人以上の事業場に限
る）、⑦雇入の年月日、⑧退職の年月日及
びその事由（退職の事由が解雇の場合は、
その理由を含む）、⑨死亡の年月日及びそ
の原因。
使用者が労働者名簿の作成または訂正

を怠った場合には、30万円以下の罰金が
科されます。

中国残留邦人等への
支援給付

平成20年４月から、中国残留邦人等をサ
ポートする目的で、次の支援給付が実施さ
れています。
①満額の老齢基礎年金を受給できる制度
この制度は、国が、一定要件を満たした

中国残留邦人等に対し国民年金の保険料
相当額の一時金を支給し、その中から未拠
出分の保険料を国が代わって追納して、満
額の老齢基礎年金を受給できるようにする
というものです。
②補完する支援給付制度
①を補完する生活支援として、一定要件

を満たした人が必要とするときには、生活、
住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭に係
る各支援給付（教育扶助はなし）が、個々
の世帯に応じて行われます。
これは、老齢基礎年金の満額支給の対象
となる中国残留邦人等とその配偶者で、世

帯の収入が一定未満の人には、それを補完
する支援給付として、従来の生活保護に代
え、新たに生活支援給付等を行うというも
のです。この場合、満額の老齢基礎年金に
ついてはその全額、厚生年金保険等その他
の収入がある人についてはその３割を収入
とみなさないこととするため、その分従来
の生活保護（収入額により支給額が減額さ
れる）よりも給付額が多くなります。

申請は、申請書（都道府県、市区町村の
担当窓口、厚生労働省中国孤児等対策室に
ある）に必要事項を記入し、必要書類を添
付して下記に郵送すること等により行いま
す。受付期間は、平成20年１月１日現在に
おいて、帰国後１年を経過している人は平
成20年１月１日から５年間、帰国後１年未
満の人は１年経過後から５年間です。
〒100-8916
東京都千代田区霞が関１-２-２
厚生労働省社会・援護局援護企画課
中国孤児等対策室


